
町が考える学校跡地・施設の利活用方法（案） 

 

検討委員会の答申（学校跡地・施設の利活用案）に、町議会および地域の皆さんから頂いた意見等を踏まえ、 

町では、つぎのような活用を試行的に実施したいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足説明 

※ この施設は、校舎・体育館・グラウンドを一元的に管理・運営するものである。 

※ 利用者から使用料を徴収することにより、収益の促進を図る。 

※ 令和２年度から試行的な運用を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【校 舎】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体育館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グラウンド・敷地】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ･レクリエーション施設 

【体育館】  バレーボール、バドミントン、インディアカなど 

【グラウンド】グラウンドゴルフなど 

 

集 会 施 設 

会議室、集会室、 

サロンなど 

 

公民館機能の移転、試行的な公民館の運営 

 

災害時には、 

避難所としての開放 

人の常駐による 

施設の一元的な管理・運営 

 

 

 

空きスペース・空き時間の有効活用 

の 

空きスペース・空き時間 

 

 

 

 

展 示 施 設 

ビオトープ、水防

災、古民具など 

イベント（自然・農業体験、運動会など）、ロケなどの積極誘致 

引続き、スポーツ・レクリエーション団体等の利用 

資料④ 


